
平成21年３月12日

都 市 計 画 課

秋田市景観計画（素案）に対する意見公募の結果について

本市では、市民協働の景観まちづくりの推進や、これまでの景観施策をより効率的に進めるた

め、景観法に基づく景観計画の策定を進めています。当計画の策定にあたり、広く市民の意見を

聴くため、素案に対し下記のとおり市民意見を公募し、結果がまとまりましたので、寄せられた

意見に対する市の考え方や対応と併せ、公開します。

記

１ 実施期間

平成21年１月15日（木）から平成21年２月４日（水）まで

２ 公募方法

素案閲覧場所 市内の公共施設、市のＨＰ

意見提出方法 意見書に必要事項を記入し、メール・ＦＡＸ・郵送・窓口持参の

いずれかで都市計画課へ提出

備考 ・併せて、本市の「市民100人会」および 関係業界団体へ意見公

募を行いました。

・計画素案に関する説明会を、一般のかた向けおよび事業者のか

た向け、川反都市景観促進協議会の委員向けに行いました。

３ 公募結果

意見者数 17名

意見数 40件

計画へ反映した意見数 19件

寄せられた意見に対す 次の結果閲覧場所でご覧ください。

る市の考え・対応

結果閲覧場所 ・秋田市都市計画課HPhttp://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/default.htm
・秋田市役所本庁４階都市計画課、１階市民談話室

４ 今後の予定

・平成21年３月18日 第８回秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会（最終審議）

・平成21年３月予定 景観計画告示・縦覧

・平成21年９月予定 秋田市都市景観条例改正案を議会へ提案

参考ＵＲＬ（秋田市都市計画課）

・秋田市景観計画（素案）に対する意見公募

http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kikaku/keikan/keikankeikaku/public_comment/default.htm

・景観形成の取り組み

http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kikaku/keikan/keikankeikaku/default.htm

お問い合わせ先：都市整備部都市計画課企画担当 保坂、大高

秋田市山王一丁目１－１ TEL:018-866-2152／FAX:018-865-6957


